
１

試
験
職
種
及
び
採
用
予
定
人
員

◆
一
般
事
務

・
社
会
人
経
験
者
…
若
干
名

◆
資
格
免
許
職

・
保
健
師
…
若
干
名

・
介
護
支
援
専
門
員
…
若
干
名

・
建
築
…
若
干
名

・
土
木
…
若
干
名

・
放
射
線
関
連
業
務
経
験
者

…
若
干
名

２

受
験
資
格

◆
一
般
事
務

〈
社
会
人
経
験
者
〉

昭
和
48
年
４
月
２
日
か
ら
昭

和
58
年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま

れ
た
方
で
、
民
間
企
業
等
に
お

け
る
職
務
経
験
を
５
年
以
上
有

す
る
方

◆
資
格
免
許
職

〈
保
健
師
〉

昭
和
32
年
４
月
２
日
以
降
に

生
ま
れ
た
方
で
、
保
健
師
の
免

許
を
有
す
る
方

〈
介
護
支
援
専
門
員
〉

昭
和
32
年
４
月
２
日
以
降
に

生
ま
れ
た
方
で
、
介
護
支
援
専

門
員
の
資
格
を
有
す
る
方

〈
建
築
〉

昭
和
38
年
４
月
２
日
か
ら
昭

和
58
年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま

れ
た
方
で
、
建
築
士
（
一
級
ま

た
は
二
級
）
の
資
格
を
有
し
、

民
間
企
業
等
に
お
け
る
職
務
経

験
を
２
年
以
上
有
す
る
方

〈
土
木
〉

昭
和
38
年
４
月
２
日
か
ら
昭

和
58
年
４
月
１
日
に
生
ま
れ
た

方
で
、
土
木
施
工
管
理
技
士
の

資
格
を
有
し
、
民
間
企
業
等
に

お
け
る
職
務
経
験
を
２
年
以
上

有
す
る
方

〈
放
射
線
関
連
業
務
経
験
者
〉

昭
和
38
年
４
月
２
日
か
ら
昭

和
58
年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま

れ
た
方
で
、
放
射
線
取
扱
主
任

者
（
第
一
種
ま
た
は
第
二
種
）

の
資
格
を
有
す
る
方

※
職
務
経
験
期
間
、
資
格
及
び
免

許
は
、
平
成
25
年
４
月
１
日
現

在
に
お
い
て
有
し
て
い
る
こ
と

が
必
要
で
す
。

※
職
務
経
験
年
数
、
資
格
及
び
免

許
の
確
認
の
た
め
、
最
終
合
格

決
定
後
、
資
格
、
免
許
証
の
写

し
及
び
在
職
期
間
証
明
書
等
を

提
出
し
て
い
た
だ
く
こ
と
と
な

り
ま
す
。

た
だ
し
、
前
記
の
受
験
資
格
に
か

か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
方
は
受
験
で
き
ま
せ
ん
。

⑴

日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者

⑵

成
年
被
後
見
人
ま
た
は
被
保

佐
人

⑶

禁
固
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、

そ
の
執
行
を
終
わ
る
ま
で
、
ま

た
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と

が
な
く
な
る
ま
で
の
者

⑷

本
町
職
員
と
し
て
懲
戒
免
職

の
処
分
を
受
け
、
当
該
処
分
の

日
か
ら
２
年
を
経
過
し
な
い
者

⑸

日
本
国
憲
法
施
行
の
日
以
後

に
お
い
て
、
日
本
国
憲
法
ま
た

は
そ
の
下
に
成
立
し
た
政
府
を

暴
力
で
破
壊
す
る
こ
と
を
主
張

す
る
政
党
そ
の
他
の
団
体
を
結

成
し
、
ま
た
は
こ
れ
に
加
入
し

た
者

３

試
験
の
方
法

◆
試
験

①
小
論
文
試
験

具
体
的
な
標
題
を
提
示
し
、

１
，
２
０
０
字
程
度
の
記
述
に

よ
る
筆
記
試
験
を
行
い
ま
す
。

②
面
接
試
験

個
別
面
接
に
よ
る
試
験
を
行
い

ま
す
。

４

資
格
調
査

試
験
合
格
者
に
つ
い
て
、
受
験
資

格
が
あ
る
か
ど
う
か
、
申
込
書
に
記

載
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
正
し
い
か
ど

う
か
に
つ
い
て
調
査
し
ま
す
。

５

試
験
の
期
日
、
場
所
お
よ
び
発
表

◆
期
日

平
成
26
年
１
月
17
日
（
金
）

◆
受
付

午
前
10
時
～
午
前
10
時
20
分

◆
小
論
文
試
験

午
前
10
時
30
分
～
正
午

◆
面
接
試
験

午
後
１
時
～(

面
接
が
18
日(

土)

に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す)

◆
試
験
場

大
熊
町
役
場
会
津
若
松
出
張
所

（
会
津
若
松
市
追
手
町
２-

41
）

☎
０
２
４
２(

２
６)

３
８
４
４

◆
発
表

平
成
26
年
２
月
中
旬
、
役
場
掲

示
板
に
合
格
者
の
受
験
番
号
を

掲
示
す
る
ほ
か
合
格
者
に
通
知

し
ま
す
。

６

合
格
者
の
採
用

⑴

成
績
順
に
町
長
が
採
用
す
る

者
を
決
定
し
ま
す
。

⑵

初
任
給
は
本
町
の
給
料
表
に

よ
る
が
、
こ
の
ほ
か
通
勤
手
当
、

超
過
勤
務
手
当
、
期
末
手
当
、

勤
勉
手
当
等
が
支
給
さ
れ
ま
す
。
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平
成
26
年
度
大
熊
町
職
員

（
社
会
人
経
験
者
）
採
用
候

補
者
試
験
の
お
知
ら
せ



７

受
験
手
続
き
お
よ
び
受
付
期
間

⑴

申
込
用
紙
の
請
求

申
込
用
紙
は
、
大
熊
町
役
場
会

津
若
松
出
張
所
総
務
課
で
交
付
し

ま
す
。
郵
便
に
よ
り
申
込
用
紙
を

請
求
す
る
場
合
は
、
封
筒
の
表
に

「
社
会
人
経
験
者
採
用
試
験
申
込

用
紙
請
求
」
と
朱
書
し
、
120
円
切

手
を
貼
っ
た
宛
先
明
記
の
返
信
用

封
筒
（
角
型
２
号
）
を
必
ず
同
封

し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り

申
込
用
紙
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て

使
用
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

⑵

申
込
の
方
法

①

申
込
用
紙
に
必
要
事
項
を
記

入
し
て
、
大
熊
町
役
場
会
津
若

松
出
張
所
総
務
課
に
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。
申
込
書
を
郵
送
す

る
場
合
は
80
円
切
手
を
は
っ
た

返
信
用
封
筒
を
同
封
し
、
そ
の

表
に
「
社
会
人
経
験
者
採
用
試

験
申
込
」
と
朱
書
し
、
必
ず
簡

易
書
留
に
て
送
付
し
て
く
だ

さ
い
。

②

受
験
票
を
受
領
し
た
と
き
は
、

最
近
６
ヶ
月
以
内
に
撮
影
し
た

本
人
の
写
真
（
上
半
身
、
脱
帽
、

正
面
向
き
、
縦
６
㎝
×
横
４
．

５
㎝
）
１
枚
を
写
真
欄
に
は
っ

て
受
験
当
日
に
必
ず
持
参
し
て

く
だ
さ
い
。
（
受
験
票
が
な
い

場
合
、
ま
た
は
受
験
票
に
写
真

を
貼
っ
て
い
な
い
場
合
は
、
受

験
で
き
ま
せ
ん
。
）

⑶

受
付
期
間

平
成
25
年
12
月
16
日
（
月
）
か

ら
平
成
26
年
１
月
14
日
（
火
）
ま

で
（
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時

15
分
の
執
務
時
間
中
に
限
り
ま

す
。
）

郵
便
に
よ
る
申
込
書
の
提
出
の

場
合
は
、
平
成
26
年
１
月
13
日

（
月
）
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の

に
限
り
受
付
け
ま
す
。

８

そ
の
他

⑴

受
験
の
際
は
、
「
Ｈ
Ｂ
」
の
鉛

筆
と
消
し
ゴ
ム
を
持
参
し
て
く
だ

さ
い
。
そ
れ
以
外
の
筆
記
用
具
は

使
用
で
き
ま
せ
ん
。

⑵

こ
の
試
験
に
関
し
不
明
な
点
は
、

大
熊
町
役
場
会
津
若
松
出
張
所
総

務
課
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

郵
便
で
問
い
合
わ
せ
る
場
合
は
、

80
円
切
手
を
貼
っ
た
宛
先
明
記
の

返
信
用
封
筒
を
必
ず
同
封
し
て
く

だ
さ
い
。

⑶

試
験
会
場
は
駐
車
場
が
少
な
い

た
め
、
公
共
交
通
機
関
を
利
用
し

て
く
だ
さ
い
。

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

大
熊
町
役
場
会
津
若
松
出
張
所

総
務
課

☎
０
１
２
０
（
２
６
）
３
８
４
４

県
外
の
総
合
健
診
（
子
宮
が
ん･

乳
が
ん
検
診
も
含
む
）
に
つ
い
て
は
、

結
核
予
防
会
に
委
託
し
、
ご
案
内
し

て
い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
ま
だ
受
診

を
さ
れ
て
い
な
い
方
は
、
申
込
予
約

期
限
が
平
成
26
年
１
月
15
日
（
水
）

ま
で
と
な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
早
め

に
予
約
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
予
約
先

結
核
予
防
会
予
約
セ
ン
タ
ー

（
平
日
９
時
～
16
時
）

☎
０
３
（
３
２
９
２
）
９
２
７
５

※
県
内
で
の
総
合
健
診
に
つ
い
て

県
内
の
大
熊
町
実
施
の
総
合
健

診
（
集
団
）
は
終
了
し
て
い
ま
す
。

受
診
さ
れ
な
か
っ
た
方
に
は
、

県
よ
り
県
民
健
康
管
理
調
査
の
健

康
診
査
の
ご
案
内
が
あ
り
ま
す
の

で
、
集
団
ま
た
は
施
設
健
診
を
申

込
の
上
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

・
大
熊
町
役
場
会
津
若
松
出
張
所

保
健
セ
ン
タ
ー

☎
０
１
２
０(

２
６)

３
８
４
４

（
平
日
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５

時
15
分
ま
で
）

・
大
熊
町
役
場
い
わ
き
出
張
所

（
保
健
師
）

☎
０
１
２
０
（
２
６
）
５
６
７
１

福
島
県
か
ら
の
お
知
ら
せ
で
す
。

福
島
県
と
県
立
医
科
大
学
で
は
、

震
災
後
４
カ
月
間
の
外
部
被
ば
く
線

量
を
推
計
す
る
基
本
調
査
に
つ
い
て
、

こ
の
度
、
よ
り
記
入
・
回
答
し
や
す

い
問
診
票
の
『
簡
易
版
』
を
作
成
し

ま
し
た
。

こ
の
『
簡
易
版
』
は
、
避
難
な
ど

の
移
動
回
数
の
少
な
い
方
が
ご
利
用

い
た
だ
け
ま
す
。

『
簡
易
版
』
で
回
答
で
き
る
か
ど

う
か
を
お
調
べ
い
た
し
ま
す
の
で
、

基
本
調
査
問
診
票
の
回
答
が
お
済
み

で
な
い
方
は
お
問
い
合
わ
せ
願
い
ま

す
。基

本
調
査
の
結
果
は
、
お
一
人
お

ひ
と
り
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
の
で
、

皆
さ
ん
の
将
来
の
健
康
管
理
の
た
め

に
、
是
非
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

福
島
県
立
医
科
大
学

放
射
線
医

学
県
民
健
康
管
理
セ
ン
タ
ー

☎
０
２
４
（
５
４
９
）
５
１
３
０

（
土
日
祝
日
を
除
く
９
時
～
17
時
）

大
熊
町
で
は
、
原
発
賠
償
補
償
金

の
請
求
手
続
き
な
ど
の
相
談
が
で
き

る
「
賠
償
・
支
援
相
談
窓
口
」
を
、

大
熊
町
役
場
会
津
若
松
出
張
所
内
に

開
設
し
て
い
ま
す
。
窓
口
で
は
、
賠

償
以
外
に
も
相
続
手
続
き
、
借
金
の

支
払
い
や
二
重
ロ
ー
ン
問
題
、
会
社

関
係
な
ど
の
相
談
も
で
き
ま
す
の
で

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

◆
相
談
日

毎
週
火
曜
日

午
後
１
時
～
４
時

◆
会
場

大
熊
町
役
場
会
津
若
松
出
張
所
内

※
会
場
へ
ご
案
内
し
ま
す
の
で
企

画
調
整
課
ま
で
お
こ
し
下
さ
い
。

◆
相
談
料

無
料

◆
協
力

福
島
県
司
法
書
士
会

会
津
支
部

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

大
熊
町
役
場
会
津
若
松
出
張
所

企
画
調
整
課

☎
０
１
２
０
（
２
６
）
３
８
４
４

2

県
外
で
の
総
合
健
診
に
つ
い

て

県
民
健
康
管
理
調
査

基
本

調
査
問
診
票
『
簡
易
版
』
が

で
き
ま
し
た
！

賠
償
・
支
援
相
談
窓
口
を
開

設
し
て
い
ま
す



 風しん抗体検査の費用を助成します  
  
 大熊町では、赤ちゃんの先天性風しん症候群を予防するため、風しんワクチンの接種を

希望する対象の方に費用を助成しています。抗体検査も助成いたします。  

  
（妊娠中の方は接種できません）  

※妊娠の可能性のない月経中などに接種することをお勧めします。  
※接種後2か月は避妊が必要です。  

 
 周知前に抗体検査を受けたために、領収書がない場合は、保健センターへお問い合わせ

ください。  
 
【お問い合わせ先】 

 大熊町役場会津若松出張所 保健センター  
 電話０１２０－２６－３８４４（代表）  

助成対象者  

①妊娠を予定または希望している女性  
②妊娠している女性の配偶者  
 接種当日、大熊町に住民票があり、上記①または②の方で、風しん抗体

検査をした結果、抗体が十分でないと確認された場合は検査と接種分を、

抗体価が十分であった場合は抗体検査分を助成します。これから接種予定

の方は必ず抗体検査を受けてください。  
助成対象 

接種期間  
平成２５年４月１日～平成２６年３月３１日  

医療機関へ

の持参物  
現住所（大熊町の住所）が確認できるもの（健康保険証など）  
②の方は配偶者の母子健康手帳またはその写し  

助成額  全額（償還払い）  

手続きに 

必要な物  

１．助成金交付申請書  
２．領収書（原本）  
３．予診票の写し  
４．②の方は、母子手帳の写し  

１

目
的

毎
年
こ
の
時
期
に
は
、
夕
暮
れ

時
や
夜
間
に
か
け
て
重
大
事
故
に

繋
が
る
お
そ
れ
の
あ
る
交
通
事
故

が
多
発
し
、
歩
行
中
の
死
亡
事
故

が
増
加
す
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る

こ
と
か
ら
、
県
民
総
ぐ
る
み
で
そ

れ
ぞ
れ
の
交
通
安
全
意
識
を
高
め
、

交
通
ル
ー
ル
の
遵
守
、
正
し
い
交

通
マ
ナ
ー
の
実
践
を
習
慣
づ
け
る

こ
と
に
よ
り
交
通
事
故
の
防
止
を

図
る
こ
と
を
目
的
に
実
施
し
ま
す
。

２

期
間

平
成
25
年
12
月
10
日
（
火
）
か
ら

平
成
26
年
１
月
７
日
（
火
）

３

運
動
の
ス
ロ
ー
ガ
ン

光
り
ま
す

ル
ー
ル
と
マ
ナ
ー
と

反
射
材

４

運
動
の
重
点

・
基
本

高
齢
者
の
交
通
事
故
防
止

・
重
点

①
夕
暮
れ
時
と
夜
間
の
交
通
事

故
防
止

②
飲
酒
運
転
な
ど
悪
質
・
危
険

な
運
転
の
根
絶

③
全
て
の
座
席
の
シ
ー
ト
ベ
ル

ト
と
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
の

正
し
い
着
用
の
徹
底

５

主
唱

福
島
県
、
福
島
県
交
通
対
策
協
議
会

3

年
末
年
始
の
交
通
事
故
防
止

県
民
総
ぐ
る
み
運
動



双
葉
地
方
地
域
自
立
支
援
協
議
会

で
は
、
障
が
い
を
お
持
ち
の
方
を
対

象
と
し
た
講
座
を
次
の
と
お
り
開
催

し
ま
す
。

◆
演
題

障
害
者
虐
待
防
止
法
が
施
行
さ
れ
て

講
師
：
吉
川
か
お
り

（
明
星
大
学

人
文
学
部

福
祉
実
践
学
科

教
授
）

◆
日
時

平
成
26
年
１
月
25
日
（
土
）

午
前
10
時
か
ら
正
午
ま
で

（
午
前
９
時
40
分
か
ら
受
付
開
始
）

◆
場
所

郡
山
ユ
ラ
ッ
ク
ス
熱
海
第
３
会
議
室

（
福
島
県
郡
山
市
熱
海
町
熱
海

２
丁
目
１
４
８-

２
）

☎
０
２
４
（
９
８
４
）
２
８
０
０

◆
対
象
者

障
が
い
を
お
持
ち
の
方
。

（
定
員
に
余
裕
が
あ
る
場
合
は
家
族

の
方
も
参
加
で
き
ま
す
）

身
体
障
が
い
、
知
的
障
が
い
、
精

神
障
が
い
な
ど
の
障
が
い
種
別
は
問

い
ま
せ
ん
。

◆
入
場
無
料
（
定
員
40
名
）

当
日
先
着
順
と
し
ま
す
の
で
、
事

前
申
込
は
不
要
で
す
。
満
員
の
際
は

入
場
を
お
断
り
す
る
こ
と
が
ご
ざ
い

ま
す
の
で
、
予
め
御
了
承
く
だ
さ
い
。

※
手
話
通
訳
、
要
約
筆
記
が
必
要
な

方
は
事
前
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

◆
主
催

双
葉
地
方
地
域
自
立
支
援
協
議
会

◆
用
語
解
説

「
障
害
者
虐
待
防
止
法
」

障
が
い
者
に
対
す
る
虐
待
の
防

止
、
虐
待
を
受
け
た
障
が
い
者
の

保
護
・
自
立
の
支
援
に
つ
い
て
定

め
た
法
律
で
、
平
成
24
年
10
月
に

施
行
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
法
律
に
よ
り
、
家
庭
内
や

福
祉
施
設
、
職
場
に
お
け
る
障
害

者
虐
待
の
発
見
者
に
は
、
市
町
村

や
都
道
府
県
へ
の
通
報
の
義
務
が

課
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

相
談
支
援
双
葉
事
業
所

遠
藤

☎
０
８
０-

５
５
７
５-

３
９
６
６

4

『野馬形の集い』開催のお知らせ

あの大震災から三度目の師走となりました。皆様

いかがお過ごしでしょうか。第１回目の集いを昨年

は会津若松市で行いましたが、今年度は下記の日程

で開催いたします。今回も多くの方々のご参加をお

待ちしております。

◆開催日

平成26年２月22日（土）

◆場所

かんぽの宿 いわき（いわき市平藤間字柴崎60）

※夫婦の同伴、ご家族の参加を歓迎します。

※申込方法、詳細については、近日中に各戸へ郵送

します。

【お問い合わせ先】

野馬形区長 鎌田清衛

電話（FAX兼用）：0248-94-8982

携帯：090-3126-3605

借り上げ住宅自治会

『おおくま町会津会』のご案内

借り上げ住宅自治会「おおくま町会津会」では、借

り上げ住宅へ避難されている町民の皆さまのための交

流会を毎月第１・第３水曜日に開催しています。お気

軽にご参加ください。

◆１月の開催日（両日とも午前10時より）

・１月８日（水）交流会（語り部、餅つき）

・１月22日（水）交流会（そば打ち、団子刺し）

◆場所

おおくまサロン「ゆっくりすっぺ」(会津若松市)

◆内容

町民同士の交流、情報交換等

※駐車場は大熊町役場会津若松出張所をご利用くだ

さい。

※おおくま町会津会では、随時会員を募集していま

す。

【お問い合わせ先】

おおくま町会津会

電話：090-7078-2327（山本）

※大熊町からお配りしているタブレット端末でも、多様な情報を配

信していますので、ぜひご覧ください。

※操作方法については、タブレット相談室にお問い合わせください。

〔タブレット相談室 ☎０８００－８００－０９０７〕

町民掲示板

障
が
い
者
の
た
め
の
講
座
の

ご
案
内


